
令 和 ５ 年 ７ 月 ３ １ 日 

名取市総務部総務課職員係 

 

 

平成２７年９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下

「女性活躍推進法」という。）」が施行され、女性の活躍推進の取り組みを着実

に前進させるため、事業主としての行動計画の策定が義務付けられました。 

名取市では、「名取市特定事業主行動計画（第３期計画）」を令和３年３月に

改訂し、第４期計画を策定しました。女性が仕事と家庭の両立に関して、本人

の意思が尊重され、個性と能力を十分発揮できるように、職場をあげて支援し

ているところです。 

女性活躍推進法第１９条第６項において、毎年、取組の実施状況を公表する

こととされており、令和４年度における実施状況は次のとおりです。 

 

１． 数値目標について 
 

 令和４年度実績 数値目標（令和６年度まで） 

女性消防吏員の採用 

 

３名 ３名以上 

管理的地位への女性職員

の登用 

20.2％ 15.0％以上 

男性職員の育児休業取得

率の向上 

69.2％ 30.0％以上 

 

２． 取組状況について 
 

 〇消防士の業務について、女性消防吏員からのメッセージ公表 

  ・女性消防吏員が消防士の業務について、名取市のホームページ上でご案 

   内しております。 
 

 〇管理的地位への女性職員の登用 

  ・多様な職務、ポストに積極的に女性管理職員を配置しました。 
 

 〇育児休業等を取得しやすい環境の整備 

  ・産前休暇対象職員に対する諸制度説明時に、所属の上司に同席してもら 

い、諸制度に対する認識を共有してもらいました。 

  ・会計年度任用職員による代替人員を確保しました。 

  ・対象が男性職員の場合、本人や所属長に対し声掛けを行い、育児休業取 

   得の促進を行いました。 

・「男性職員の特休・育休等取得フォローシート」を作成しました。 

対象の男性職員と所属長がそのシートを活用して面談を行い、取得しな 

い場合はその理由を記入するようにしております。 


